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議案第４４号 

上越市立公民館条例の一部改正について 

上越市立公民館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和２年２月２８日提出 

上越市長  村 山 秀 幸 

 

上越市立公民館条例の一部を改正する条例 

上越市立公民館条例（昭和４６年上越市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の２第２項第２号の表上越市立板倉地区公民館筒方分館の項から上越市立板倉地区

公民館菰立分館の項までを削る。 

 別表⑴アの表中「ア 施設使用料」を削り、別表⑴イの表を削る。 

 別表⑵の表板倉地区公民館寺野分館の項を削り、同表備考４を削り、同表備考５中「、備

考２及び備考４」を「及び備考２」に改め、同表備考５を同表備考４とする。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 


